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５４．０１ 

 
色彩のみからなる商標の 

願書への記載（商標の記載）について 
 

 色彩のみからなる商標について、願書の商標記載欄に記載する商標（以下「商

標見本」という。）は、商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真、

あるいは、商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部

分を破線で描く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表

示した一又は異なる二以上の図又は写真でなければならない1。 

単一の色彩からなる色彩のみからなる商標（以下「単色の商標」という。）、

複数の色彩の組合せからなる色彩のみからなる商標（以下「色彩を組み合わせ

てなる商標」という。）及び商品等における色彩を付する位置を特定した色彩の

みからなる商標（以下「位置を特定した色彩のみからなる商標」という。）の各々

の種類に応じた願書への記載については以下のとおり取り扱う。 

 

１．単色の商標 

（１）商標見本の形状 

 商標記載欄への記載については、「なるべく商標登録を受けようとする色彩

が全体にわたり表示された図又は写真によって記載する」2こととなっている

ことから、商標記載欄全体に色彩を表示したものが望ましいが、商標記載欄

の一部に色彩を表示したものも許容される。ただし、特定の文字や図形を認

識させる表示は、色彩のみを表示したものとは認められず、色彩のみからな

る商標の商標見本としては不適切である。そのため、特定の図形的要素を認

識させない、必要最小限の方法での表示のみ認めることとする。 

 そこで、商標記載欄の一部に色彩を表示したものである場合、商標記載欄

に表わされた色彩の全体の形状が正方形及び長方形（それらに準じるものも

含む）であれば、特定の文字や図形を認識させない表示として認めることと

する。正方形及び長方形（それらに準じるものも含む）以外の形状で記載さ

れている場合は、図形と色彩との結合商標にあたり、色彩のみからなる商標

を表したものとは認められないことから、商第３条第１項柱書により登録を

受けることができる商標に該当しないものとする。 

 

（２）商標見本における色彩の表し方 

 （１）の商標見本の形状として認められる範囲全体に１色を表示したもの

であれば、商標見本として認められる。 

 
1 「商標法施行規則第４条の４」参照 
2 「商標法施行規則様式２備考７タ」参照 
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（例１）単色の商標の商標見本として認められるもの 

 

（例１－１）     （例１－２）    （例１－３） 

 

 

 

 

 

 

※例１－２ 及び 例１－３における破線は、商標記載欄の枠線を便宜上表した

ものである。 

 

（例２）単色の商標の商標見本として認められないもの 

 

（例２－１）     （例２－２）    （例２－３） 

 

 

 

 

 

 

※例２－１、例２－２及び例２－３における破線は、商標記載欄の枠線を便宜

上表したものである。 

 

 

２．色彩を組み合わせてなる商標 

（１）商標見本の形状 

 １．（１）と同様とする。 

 

（２）商標見本における色彩の表し方 

色彩を組み合わせてなる商標の場合には、商標見本の形状として認められ

る範囲全体に複数の色彩を表示するにあたり、必然的に当該範囲を異なる色

彩により分割することとなる。１．（１）同様、特定の文字や図形を認識させ

る表示は、色彩のみを表示したものとは認められず、色彩のみからなる商標

の商標見本としては不適切であることから、分割方法は、図形的要素を認識

させない、必要最小限の方法によるべきである。 

そこで、２以上の色彩を表すのに最も端的な方法と認められる、複数の色

彩を直線的かつ平行に組合せた方法（それに準じるものも含む）で表示され

ている場合には、特定の文字や図形を認識させない表示として認めることと
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する。直線的かつ平行に組合せた方法（それに準じるものも含む）以外の方

法で記載されている場合は、図形と色彩との結合商標にあたり、色彩のみか

らなる商標を表したものとは認められないことから商第３条第１項柱書によ

り登録を受けることができる商標に該当しないものとする。 

なお、複数の色彩が直線的かつ平行に組み合わせられていれば、色彩間の

位置関係は、縦方向・横方向・斜め方向、いずれであっても認められる。ま

た、色彩をグラデーションで表示することも可能とする。 

 

（例３）色彩を組み合わせてなる商標の商標見本として認められるもの 

 

（例３－１）     （例３－２）     （例３－３）      

   

 

 

 

 

 

 

（例３－４）     （例３－５）     （例３－６） 

 

 

 

 

 

 

 

（例３－７） 

 

 

 

 

 

 

 

※例３－６は、直線的かつ平行に組合せた方法に準じる方法で記載されたもの

として考えられる例 

 

※例３－７は、白色を含む商標の記載例 
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（例４）色彩を組み合わせてなる商標の商標見本として認められないもの 

 

（例４－１）     （例４－２）     （例４－３）  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．位置を特定した色彩のみからなる商標 

 位置を特定した色彩のみからなる商標については、「商標登録を受けようとす

る色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載する

ことができる。この場合は、当該記載によりどのように当該色彩及びそれを付

する位置が特定されるのかを「【商標の詳細な説明】」の欄に記載する。」ことと

なっている3。 

 

（１）商標見本の形状（商品等の全体形状の表し方） 

「商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を

破線で描く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表示

した一又は異なる二以上の図または写真」4により、色彩のみからなる商標を

願書に記載する場合、商標見本は、色彩を付する商品等の全体形状を明確に

したうえで、色彩が付される位置が特定されるように表示されていなければ

ならない。   

なお、「その他の部分」の描き方は、破線に限らず、実線で描かれていても

他の色彩で着色してあってもよく、【商標の詳細な説明】を考慮して、商標登

録を受けようとする色彩が付される位置が明確に特定されるように表示され

ていれば認められる。 

 全体形状が不明確であること等により、色彩が付される位置が特定される

ように表示されているとは認められない場合は、商第３条第１項柱書により

登録を受けることができる商標に該当しないものとする。また、色彩を付す

る商品等以外の要素が商標見本に表されている場合、それらの要素は色彩を

付する位置を特定するのに必要な構成要素とは認められないことから、それ

らを含むものは商第３条第１項柱書により登録を受けることができる商標に

該当しないものとする。    

 

（２）商標見本における色彩の表し方（商品等における特定された位置の表し

 
3「商標法施行規則様式 2 備考 7 レ」参照 
4「商標法施行規則４条の４第２号」参照 
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方を含む） 

 

 位置を特定した色彩のみからなる商標についても、１．（１）同様、特定

の文字や図形を認識させると認められる表示は、色彩のみを表示したものと

は認められず、色彩のみからなる商標の商標見本としては不適切である。 

 色彩を付する位置が商品等の部位・部品等の全体である場合、３．（１）

の方法により表された商品等の全体形状のうち、色彩を付する部位・部品等

の全体に色彩を表示することとなる。この場合、色彩を付する位置として特

定された商品等の部位・部品等の形状以外に特定の文字や図形を認識させる

要素はないから、色彩のみからなる商標の商標見本として認められる。 

色彩を付する位置が部位・部品等の全体ではなく、それらの一部分である

場合には、色彩を付する位置が商品等の形状（部位・部品等の形状を含む）

に沿った形で表されており、【商標の詳細な説明】において当該位置が明確か

つ特定の図形を認識させない方法で特定されていれば、特定の文字や図形を

認識させないものとして、色彩のみからなる商標の商標見本として認められ

る。一方、色彩を付する位置が商品等の形状（部位・部品等の形状を含む）

に沿っていない場合には、色彩を付する位置を特定するのに必要最小限の表

現と認められる場合であって、【商標の詳細な説明】において当該位置が明確

かつ特定の図形を認識させない方法で特定されている場合に限り、商標見本

として認めることとする。すなわち、色彩を付する位置が、正方形、長方形

及び丸（これらに準ずるものを含む）により特定されている場合に限り、色

彩を付する位置を特定するのに必要最小限の方法と認めることとする。上述

の形状以外である場合には、色彩以外に特徴的な図形を認識させるものとな

ることから、色彩のみからなる商標を表したものとは認められず、商第３条

第１項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないものとする。 

 

（例５）位置を特定した色彩のみからなる商標の商標見本として認められるも

の 

 

（例５－１）            （例５－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品等の位置を特定した色彩のみから

なる（フライパンの内側底面を赤色と

する）商標の商標見本として認められ

るもの 

 

商品等の位置を特定した色彩のみから

なる（商品の包装容器の正面左上部を

赤色とする）商標の商標見本として認

められるもの 
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（例６）位置を特定した色彩のみからなる商標の商標見本として認められない

もの 

 

（例６－１）            （例６－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他（色彩が特定できない場合） 

 色彩を表した部分に付された色彩が一定ではない（グラデーションの場合を

除く）こと等により、商標見本から特定される色彩が明確に判別できない場合

には、商第３条第１項柱書により登録を受けることができる商標に該当しない

ものとする。 

 

（例７）色彩が明確に特定されているとは言えないことから、色彩のみからな

る商標の商標見本として認められないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査基準をご覧になれます。 

○「第３条第１項柱書」の審査基準 

 

商品等の位置を特定した色彩のみから

なる（商品の包装容器の正面左下部を

赤色とする）商標の商標見本として認

められないもの（全体形状が不明確で

あることから、位置が不明確） 

 

商品等の位置を特定した色彩のみから

なる（フライパンの内側底面中央部を

赤色とする）商標の商標見本として認

められないもの（特定の図形を認識さ

せる） 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/04_3-1-hashira.pdf

